別表第2（第3条）　財務関係事務専決区分表
	執行区分
	専決区分

	
	副町長
	課長

	歳入の徴収
	収入の調定及び通知
	
	全額

	歳出予算に基づく支出負担行為
	報酬
	
	
	全額

	
	給料
	
	
	全額

	
	職員手当等
	
	
	全額

	
	共済費
	
	
	全額

	
	災害補償費
	
	50万円未満
	20万円未満

	
	恩給及び退職年金
	
	
	全額

	
	賃金
	
	50万円未満
	20万円未満

	
	報償費
	
	50万円未満
	20万円未満

	
	旅費
	
	50万円未満
	20万円未満

	
	交際費
	
	50万円未満
	20万円未満

	
	需用費
	長期継続契約による光熱水費
	
	全額

	
	
	そ　の　他
	50万円未満
	20万円未満

	
	役務費
	長期継続契約による通信費
	
	全額

	
	
	そ　の　他
	50万円未満
	20万円未満

	
	委託料
	
	50万円未満
	20万円未満

	
	使用料及び賃借料
	長期継続契約による使用料、賃借料
	
	全額

	
	
	そ　の　他
	50万円未満
	20万円未満

	
	工事請負費
	
	50万円未満
	20万円未満

	
	原材料費
	
	50万円未満
	20万円未満

	
	公有財産購入費
	
	50万円未満
	20万円未満

	
	備品購入費
	
	50万円未満
	20万円未満

	
	負担金補助及び交付金
	
	50万円未満
	20万円未満

	
	扶助費
	
	
	全額

	
	貸付金
	
	50万円未満
	20万円未満

	
	補償補填及び賠償金
	
	50万円未満
	20万円未満

	
	償還金利子及び割引料
	
	
	全額

	
	投資及び出資金
	
	50万円未満
	20万円未満

	
	積立金
	
	
	全額

	
	寄附金
	
	50万円未満
	20万円未満

	
	公課費
	
	
	全額

	
	繰出金
	
	50万円未満
	20万円未満

	予備費の充当
	30万円未満
	5万円未満

	流用
	30万円未満
	5万円未満

	歳出の更正
	30万円未満
	5万円未満

	戻入及び戻出
	
	全額

	歳入歳出外現金
	
	全額


備考　(1) 本表中支出負担行為関係について、一定の金額をもって表示されているものに係る金額の適用は、次の区分によるものとする。
(ｱ) 競争入札又はこれに類する行為をするもの　　設計金額又は見積金額
(ｲ) 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のもの　　当該継続費又は債務負担行為に係る契約金額
(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)以外のもの　　支出負担行為しようとする金額（支出負担行為を変更する場合（金額を増額する場合に限る。）にあっては、当該増額した後の金額。）
(2) 公有財産購入費については、購入計画等の決定のあったものに限る。
(3) 支出命令は、すべての当該支出負担行為の専決区分による。
(4) 職員給与費を集中管理する場合においては、これに係る支出負担行為及び支出命令、歳出更正及び戻入はこの表の規定にかかわらず、財政担当課長が専決するものとする。
[bookmark: _GoBack](5) 予備費の充当及び流用に係る専決区分の欄の適用に当たっては、「課長」とあるのは「財政担当課長」とする。

